
目黒の歳時記：テーマ「桜香る目黒川」散歩中に撮影
　関東のお花見スポットランキング第１位の目黒川沿いの両岸に咲き競う約８００本の桜並木、目黒新
橋から中目黒方面を見る先には目黒のランドマーク「アトラスタワー」がそびえる風景に思わずシャッ
ターを切っていた。
　大きな公園などはないものの川沿いのそぞろ歩きを楽しむことができる。

撮影・投稿：土橋新也 氏

※目黒法人会広報委員会では表紙写真を公募しています。次号は 7月 10 日発行予定。

目黒法人会は、目黒税務署管内の企業及び目黒法人会の事業に賛助する方々が会員となり、

“税”を中心に地域企業の健全な発展、地域社会への貢献を目的として活動しています。
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目黒区内中学生の作品    　　  税金で　愛と平和の　国づくり 　　
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目黒区内中学生の作品    　　  税金で　守っていこう　ふるさとも 　　
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目黒区内中学生の作品    　　  税金は　優しい心の　貯金箱 　　

税務署からのお知らせ

目黒区内中学生の作品    　　  消費税　こんな僕でも　社会に貢献 　　

○ 社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性
の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・
税番号制度（マイナンバー制度）が導入されます。

○ 平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年
１月から順次利用が開始されます。

○ 税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係
書類に個人番号・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納
税者サービスの向上などが期待されています。

○ 個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に１人１つ指定され、
市区町村から通知されます。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者
等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。

○ 個人番号は、「通知カード」により、住民票の住所に通知されます。

○ 個人番号の利用範囲は、番号法に規定された社会保障、税及び災害対策に関
する事務に限定されています。

イナンバーキャラクター

マイナちゃん

○ 申告書及び法定調書などを提出する方は、これらの税務関係書類に個人番号や
法人番号を記載することが求められます。

① 所得税：平成28年１月１日の属する年分以降の申告書から
② 法人税：平成28年１月１日以降に開始する事業年度に係る申告書から
③ 法定調書：平成28年１月１日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から（※）
④ 申請書・届出書：平成28年１月１日以降に提出すべき申請書等から

（※）法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等の番号も記載する必要があります。

○ 法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に１法人１つ指定さ
れ、国税庁から通知されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。

○ 法人番号は、書面により通知を行うこととしており、例えば、設立登記法人
については、番号の指定後、登記上の本店所在地に通知書をお届けします。

○ 法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、どなたでも自由にご
利用いただくことができます。

裏面へ続きます。

27.１ 国税局・税務署

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

社会保障・税番号制度の早わかり

社会保障・税番号制度の概要

個人番号について

法人番号について

税務関係書類への番号記載時期について

○ 社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性
の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・
税番号制度（マイナンバー制度）が導入されます。

○ 平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年
１月から順次利用が開始されます。

○ 税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係
書類に個人番号・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納
税者サービスの向上などが期待されています。

○ 個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に１人１つ指定され、
市区町村から通知されます。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者
等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。

○ 個人番号は、「通知カード」により、住民票の住所に通知されます。

○ 個人番号の利用範囲は、番号法に規定された社会保障、税及び災害対策に関
する事務に限定されています。

イナンバーキャラクター

マイナちゃん

○ 申告書及び法定調書などを提出する方は、これらの税務関係書類に個人番号や
法人番号を記載することが求められます。

① 所得税：平成28年１月１日の属する年分以降の申告書から
② 法人税：平成28年１月１日以降に開始する事業年度に係る申告書から
③ 法定調書：平成28年１月１日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から（※）
④ 申請書・届出書：平成28年１月１日以降に提出すべき申請書等から

（※）法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等の番号も記載する必要があります。

○ 法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に１法人１つ指定さ
れ、国税庁から通知されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。

○ 法人番号は、書面により通知を行うこととしており、例えば、設立登記法人
については、番号の指定後、登記上の本店所在地に通知書をお届けします。

○ 法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、どなたでも自由にご
利用いただくことができます。

裏面へ続きます。

27.１ 国税局・税務署

マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

社会保障・税番号制度の早わかり

社会保障・税番号制度の概要

個人番号について

法人番号について

税務関係書類への番号記載時期について
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 目黒都税事務所からのお知らせ

平成27年度から自動車税の重課割合が変わります
　平成 26 年度地方税法改正により、環境性能の良い自動車の軽減割合を拡充す
る一方、新車新規登録後、一定年数を経過した自動車の重課割合が引き上げられ
ました。

目黒区内中学生の作品    　　  消費税　こんな僕でも　社会に貢献 　　

４月から固定資産税にかかる
土地・家屋の価格等がご覧になれます（23区内）

【平成27年度から概ね15％の重課対象となる自動車】

ディーゼル自動車 平成 16 年３月３１日までに新車新規登録を受けたもの ※

ガソリン自動車・ＬＰＧ自動車 平成 14 年３月 31 日までに新車新規登録を受けたもの

※東京都独自のグリーン化税制の改正により、重課対象となる自動車の経過年数（新車新規登録後）
　が 10 年から 11 年へと変更されました。
【対象外の自動車】

電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、
一般乗合用バス、スクールバス及び被けん引自動車。

【お問い合わせ先】
東京都自動車税コールセンター　０３－３５２５－４０６６
平日　午前９時～午後５時（土日・祝日、年末年始 12/29 ～ 1/3 を除く）

◆ 縦覧期間　平成27年４月１日（水）から６月30日（火）まで（土日・休日を除く）
◆ 縦覧時間　午前９時から午後５時まで
◆ 縦覧場所　土地・家屋が所在する区にある都税事務所

＜縦覧できる方＞
　平成 27 年１月１日現在、23 区内に土地・家屋を所有する納税者の方
＜縦覧できる内容＞
　所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋の価格など（縦覧帳簿）
（注）納税通知書は６月１日（月）に発送予定です。

東京都主税局では、本人へのなりすましなどにより、不正な目的で公簿の閲覧及び証明
の申請を行うことを防止し、納税者の皆様の個人情報保護を図るために、縦覧時の本人
確認等を厳格に行っております。詳しくは、主税局のホームページをご覧いただくか、
土地・家屋が所在する区にある各都税事務所にお問い合わせください。

〈平成26年度まで〉 〈平成27年度から〉
重課割合

おおむね10％ おおむね15％※

（※バス・トラックは概ね 10％の重課です。）
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の
か
た
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か
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で
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す
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医
療
機
関
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口
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３
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す
。
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担
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合
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て
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年
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日
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し
ま
す
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額
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一
月
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払
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た
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負
担
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基
準
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（
表
１
）
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た
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合
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す
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連
合
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申
請
書
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付
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ま
す
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事
前
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要
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な
お
、
入
院
時
の
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事
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保
険
診
療
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用
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差
額
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ド
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な
ど
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、

支
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な
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ま
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ん
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方
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し
ま
す
。
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養
費
の
支
給

　

次
の
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合
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療
費
の
全
額
を
支
払
っ

た
後
に
申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、
一
部

負
担
金
相
当
額
を
差
し
引
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た
金
額
が

払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

①
被
保
険
者
証
を
提
示
せ
ず
に
診
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な
ど
を
受
け
た
、
ま
た
は
保

険
診
療
を
扱
っ
て
い
な
い
医
療

機
関
等
で
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な
ど
を
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け
、

や
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な
い
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る

と
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。
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医
師
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と
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セ
ッ
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ど
の
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具
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し
た
と
き
。
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。

④
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。

⑤
海
外
で
診
療
を
受
け
た
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き
。

入
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か
た
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、
入
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「
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期
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者
医
療
限
度
額
適
用
・
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準
負
担
額
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額
認
定
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」
を
医
療
機
関

に
提
示
す
る
と
、
医
療
費
の
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己
負
担
限

度
額
と
食
事
代
な
ど
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
同
一
月
に
同
一
医
療
機
関
で
高
額

な
外
来
診
療
を
受
け
た
と
き
も
、
認
定
証

を
提
示
す
る
と
窓
口
負
担
が
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
必
要
な
か
た

は
申
請
に
よ
り
認
定
証
が
交
付
さ
れ
ま

す
。

目黒区役所ホームページ　http://www.city.meguro.tokyo.jp/

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
給
付
制
度

問
…
目
黒
区
国
保
年
金
課
後
期
高
齢
者
医
療
係
　
電
話
：
０
３
（
５
７
２
２
）
９
８
３
８

区
役
所
だ
よ
り

目黒区内中学生の作品    　　  税を知り　初めて気づく　社会の輪 　　

表１　高額療養費算定基準額（１カ月の自己負担限度額）

所得区分 
（別表★）

外来＋入院 
（世帯ごと）の限度額 75 歳 到 達 に よ

り後期高齢者医
療制度に加入し
た月は、それま
で加入していた
医療保険と後期
高齢者医療制度
の限度額がそれ
ぞれ半額（個人
ごとに限度額を
適用）

外来（個人ごと）
の限度額

現役並み所得者 44,400 円 80,100 円＋１％　※１
（44,400 円） ※２

一般 12,000 円 44,400 円
住民税非課
税者など

Ⅱ 8,000 円 24,600 円
Ⅰ 8,000 円 15,000 円

※１　医療費（10 割）が 267,000 円を超えた場合は、超えた分の１％
　　　を加算 
※２　過去１年間に４回以上、世帯ごとの限度額による高額療養費の支給
　　　があった場合は、４回目以降の限度額は 44,400 円

★所得区分（後期高齢者医療制度）
所得区分 負担

割合 判定基準

現役並み
所得 ３割

住民税課税所得が 145 万円以上の被保険者と、
その同一世帯の被保険者。ただし、収入金額（経
費控除前）が次に該当する場合には、申請によ
り１割（所得区分は「一般」）となります
①世帯に被保険者が１人 

収入金額が 383 万円未満。ただし、同一世帯
に 70 歳以上 75 歳未満のかたがいる場合は、
そのかたと被保険者の収入金額合計が 520 万
円未満

②世帯に被保険者が２人以上 
被保険者の収入額合計が 520 万円未満

一般
１割

現役並み所得者、住民税非課税などのいずれに
も当てはまらない被保険者

住民税
非課税
など

Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の場合
Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの所得

が基準額以下の場合
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	 　　　　　法　人　名	 代表者	 業　種　　　　
◆第１支部　　　　駒場１～４丁目、大橋２丁目１～10番地			 
	 ㈱野澤	 野澤　英隆	 不動産業
	 ㈱地域貢献社	 鈴木　理志	 飲食店 , 宿泊業
◆第２支部　　　　大橋１丁目・２丁目１１番地～、青葉台１～４丁目、東山１～３丁目			 
	 ㈱ 4th FILM	 曽根　隼人	 サービス業
	 ㈱ BunBu	 細川　眞紀子	 教育 , 学習支援業
	 ㈱ケトル	 東井　久恵	 サービス業
	 TSP 太陽㈱	 広岡　正明	 サービス業
	 和韓　石鍋　若狭	 若狭　岳男	 飲食店 , 宿泊業
	 オーサワジャパン㈱	 近野　秀郎	 卸売・小売業
	 ㈱月	 二瓶　佳織	 卸売・小売業
	 ㈱ライズ	 木谷　正和	 サービス業
	 ㈱モリンガ & モリンガ	 鈴木　繁乃	 卸売・小売業
◆第３支部　　　　上目黒１～５丁目			 
	 ㈱サンフラワーインシュアランスコーポレーション	 高嶋　ケサ子	 サービス業
	 ㈱ハートフル	 渡部　貴子	 医療 , 福祉
	 ツナグマ㈱	 金澤　このみ	 卸売・小売業
	 ㈲ロックゲイツ	 永田　友純	 ラッピングシールの販売
	 ㈱ホットスタッフ・プレゼンツ	 永田　友純	 サービス業
	 ㈱スパイグラス・ミュージック	 永田　友純	 情報通信業
	 ㈱ホットスタッフ・エージェンシー	 永田　友純	 卸売・小売業
	 ㈱太平洋企画	 足立事務所	 サービス業
◆第５支部　　　　中目黒４丁目、目黒３・４丁目、下目黒３～６丁目、中町１丁目			 
	 ㈲ウェルＢ－ｉｎｇ	 田中　裕実子	 不動産業
	 ㈲Ｍ . Ａ CREATIVE NETWORK	 安達　稔	 サービス業
	 よつばパートナーズ㈱	 河邊　良子	 サービス業
	 ㈲アカヰ商店	 渡辺　確	 卸売・小売業
	 （合）パスファインダー	 石橋　誉	 サービス業
◆第６支部　　　　三田１・２丁目、目黒１・２丁目、下目黒１・２丁目			 
	 ㈲ジャパンヘナ	 海老名　秋子	 卸売・小売業
	 ㈱サンクスクエア	 瀬田　千登	 金融・保険業
	 ㈳ Kurasix 	 山中　綾子	 不動産業
◆第７支部　　　　中目黒５丁目、中町２丁目、中央町２丁目、五本木１・２丁目、祐天寺１・２丁目	 	
	 （合）アシスト	 寺岡　善滿	 サービス業
	 Filoli マネージメント（合）	 廣島　輝文	 不動産業
	 ㈱ＴＫＥアソシエイツ	 平野　哲	 サービス業
	 ㈱住宅流通ジャパン	 東倉　優介	 不動産業
	 ㈱グランドサイドイノベーション	 大脇　盛弘	 飲食業・宿泊業
◆第８支部　　　　中央町１丁目、目黒本町１～６丁目			 
	 ㈱ Blue Reef	 角井　正朋	 飲食店 , 宿泊業
	 ㈲共栄打抜	 真田　惇実	 製造業
	 ㈱フォーザグッド	 下山　健司	 建設業
	 ㈱ DEARWEST	 石川　新也	 建設業
◆第９支部　　　　五本木３丁目、鷹番１～３丁目、碑文谷２・４～６丁目			 
	 ㈱トラヴォス	 篠原　英良	 情報通信業
	 モアーク農産㈱　モアーク目黒ガーデン	 西村　松夫	 卸売・小売業
	 ㈱ハイカラ	 臼井　雅志	 建設業
	 斉藤　泰宏	 斉藤　泰宏	 公務
	 Ge3y’s ㈱	 澁谷　有樹	 卸売・小売業
	 Mile Stone アカウンティング㈱	 上田　泰司	 サービス業
◆第10支部　　　　原町１・２丁目、洗足１・２丁目、南１～３丁目、碑文谷１・３丁目			 
	 ㈱山元電子	 山元　清海	 製造業
	 ㈱フロイデ	 山本　美智子	 不動産業
	 三浦事務所㈱	 三浦　清美	 サービス業
	 ㈱三晃電機 	 岩澤　剛一	 製造業
◆第11支部　　　　大岡山１・２丁目、中根１・２丁目、平町１・２丁目、緑ヶ丘１～３丁目			 
	 ㈱ Prato	 芝　南雄	 不動産業
◆第12支部　　　　自由が丘１～３丁目			 
	 ㈱ HPTH	 槇　大介	 飲食店 , 宿泊業
	 はんこ広場自由が丘店	 品田　義隆	 卸売・小売業
	 一般財団法人岩立フォークテキスタイルミュージアム	 岩立　廣子	 教育 , 学習支援業
	 ㈲フィオーレ・ジャパン	 荻野　泰志	 教育 , 学習支援業
	 （合）BIGBIRD	 大鳥　隆	 サービス業
◆第13支部　　　　柿の木坂１～３丁目、東が丘１・２丁目、八雲１～５丁目			 
	 ㈱ Brigade	 塩見　英生	 飲食店 , 宿泊業
	 ジーザス介護サービス（合）	 瀬口　聡	 医療 , 福祉
	 ㈱スタジオＪ	 春日　純子	 飲食店 , 宿泊業
◆特別会員			 
	 ㈱かんぽ生命保険　東京支店		  金融・保険業
	 ガルフシール工業㈱	 埴生　守	 建設業
	 ㈲エイ・エス・ユー	 柴　順一	 金融・保険業
	 平川良治税理士事務所	 平川　良治	 サービス業
	 ㈱建築構造研究所	 大原　和之	 サービス業
	 ㈱大成堂　Suina 整体院	 王　博陽	 医療 , 福祉
	 小林マネジメントサービス	 小林　富佐子	 サービス業
	 月岡　伸六	 月岡　伸六	 飲食店 , 宿泊業
	 尾留川ビル	 尾留川　邦子	 不動産業
	 Motorrad Central 目黒店	 田中　徳兵衛	 卸売・小売業
	 ㈱グランドサイドイノベーション	 大脇　盛弘	 飲食業・宿泊業

新 入 会 員 紹 介

目黒区内中学生の作品    　　  税金を　納めて分かる　大切さ 　　

平成26年4月～平成27年3月入会
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企
業
オ
ー
ナ
ー
の
下
に
「
所
有
と
経

営
」
が
一
体
化
し
て
い
る
中
小
企
業
の
事

業
承
継
に
お
い
て
は
、
「
①
社
長
の
座

（
経
営
権
）
」
と
合
わ
せ
て
そ
の
権
限

を
裏
打
ち
す
る
「
②
自
社
株
式
（
財
産

権
）
」
を
承
継
し
ま
す
（
図
１
）
。
両
者

が
相
俟
っ
て
初
め
て
「
③
経
営
基
盤
（
支

配
権
）
」
が
固
ま
り
ま
す
。

■
自
社
株
式
保
有
の
意
味
合
い

　

株
式
会
社
の
最
終
意
思
決
定
権
は
株
主

総
会
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
株
主
総

会
の
議
案
は
持
ち
株
数
に
よ
っ
て
決
し

ま
す
。
三
分
の
二
を
保
有
し
て
い
れ
ば
単

独
で
経
営
上
の
重
要
方
針
（
特
別
決
議
事

項
）
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
逆
に

誰
か
が
三
分
の
一
を
保
有
し
て
い
る
と
重

要
方
針
に
拒
否
権
を
行
使
さ
れ
ま
す
。
過

半
数
で
社
長
の
解
任
も
可
能
で
す
。
で
す

か
ら
、
少
な
く
と
も
三
分
の
二
以
上
、
可

能
な
限
り
１
０
０
％
を
後
継
者
が
承
継
す

る
こ
と
を
目
標
と
す
べ
き
で
す
。

■
自
社
株
式
の
承
継
と
課
題

　

株
式
の
承
継
に

は
、
Ⓐ
譲
渡　

Ⓑ
贈

与
Ⓒ
相
続
と
い
う
３

つ
の
方
法
が
あ
り
ま

す
。
Ⓐ
の
場
合
に
は
、

買
取
り
資
金
の
手
当

て
（
後
継
者
側
）
や

譲
渡
所
得
税
（
オ
ー

ナ
ー
側
）
へ
の
対
応
、

Ⓑ
Ⓒ
の
場
合
に
は
贈

与
税
、
相
続
税
の
納

税
（
後
継
者
側
）
が
必
要
と
な
り
ま
す

が
、
株
の
価
額
如
何
に
よ
っ
て
必
要
資
金

額
や
納
税
額
が
大
き
く
変
わ
っ
て
き
ま

す
。

　

で
は
、
株
の
価
格
（
評
価
額
）
は
ど
の

よ
う
に
決
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

基
本
的
に
は
そ
の
時
点
で
の
「
時
価
」

と
な
り
ま
す
が
、
今
対
象
と
し
て
い
る
非

上
場
株
式
は
、
市
場
で
取
引
さ
れ
る
上
場

株
式
と
違
っ
て
客
観
的
な
指
標
が
あ
り
ま

せ
ん
。
で
は
相
対
で
自
由
に
決
め
て
い
い

の
か
。
残
念
な
が
ら
そ
う
も
い
き
ま
せ

ん
。
こ
の
場
合
、
親
族
間
の
贈
与
・
相
続

が
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
課
税
の
公
平
性

を
損
な
う
こ
と
の
な
い
適
正
な
価
額
設
定

が
求
め
ら
れ
る
た
め
で
す
。
そ
こ
で
、
実

務
的
に
は
国
税
庁
が
定
め
る
「
財
産
評
価

基
本
通
達
」
に
則
っ
た
方
式
が
使
わ
れ
ま

す
。
同
通
達
で
は
会
社
の
業
種
や
規
模
等

に
応
じ
て
幾
つ
か
の
算
定
方
式
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
方
式
が
適
用
さ
れ

る
か
に
よ
っ
て
株
の
評
価
額
が
大
幅
に
異

な
っ
て
く
る
と
い
う
問
題
が
内
在
し
て
い

ま
す
。
（
株
の
評
価
に
つ
い
て
は
次
号
で

説
明
し
ま
す
。
）
こ
の
こ
と
か
ら
「
事
業

承
継
と
は
一
に
も
二
に
も
株
の
価
格
を
下

げ
る
こ
と
だ
（
株
価
対
策
）
」
と
す
る
声

が
出
て
き
ま
す
。

　

法
令
に
則
る
範
囲
で
株
の
評
価
を
下
げ

る
こ
と
が
で
き
れ
ば
資
金
の
有
効
活
用
が

図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
「
株
価
対

策
」
は
重
要
で
す
。
し
か
し
、
株
の
評
価

を
引
き
下
げ
る
だ
け
の
た
め
に
会
社
の
経

営
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
方
策
を

採
用
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
す
。
あ

く
ま
で
も
後
継
者
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
承
継

を
実
現
さ
せ
、
か
つ
会
社
の
維
持
発
展
に

つ
な
げ
る
と
の
観
点
か
ら
慎
重
に
具
体
的

な
方
策
を
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ

う
。

（
注
）
事
業
承
継
で
は
、
事
業
用
資
産
の
承
継
も
重
要

な
課
題
で
す
が
、
単
純
化
の
た
め
割
愛
し
ま
す
。

■
自
社
株
式
の
承
継
―
３
つ
の
方
法

「
Ⓐ 

譲
渡
」
は
、
文
字
通
り
オ
ー
ナ
ー

か
ら
後
継
者
が
自
社
株
式
を
買
い
取
る
方

式
で
す
。
親
族
へ
の
事
業
承
継
で
は
余
り

利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
後
継
者
が
買
取
り
資
金
を
手
当
て
で

き
れ
ば
、
す
っ
き
り
し
た
方
法
で
す
。
親

族
へ
の
譲
渡
価
額
は
、
先
に
み
た
よ
う
に

適
正
な
価
額
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。「

Ⓑ 

贈
与
」
の
場
合
は
、
贈
与
を
受
け

る
後
継
者
が
贈
与
税
を
納
税
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
贈
与
税
は
結
構
高
額
に
な

る
の
で
（
年
間
一
億
円
だ
と
約
五
千
万

円
）
、
自
社
株
式
の
一
括
贈
与
で
は
納
税

資
金
の
手
当
て
が
課
題
と
な
る
で
し
ょ

う
。

　

年
間
１
１
０
万
円
の
非
課
税
枠
を
使
い

な
が
ら
複
数
年
に
亘
っ
て
贈
与
を
実
行
し

て
い
く
方
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

１
１
０
万
円
の
範
囲
内
で
贈
与
す
る
や
り

方
と
、
贈
与
税
を
納
め
て
１
１
０
万
円
を

上
回
る
額
の
贈
与
を
行
う
や
り
方
が
あ
り

ま
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
相
当
の
期
間
を

睨
ん
だ
作
戦
が
必
要
と
な
る
で
し
ょ
う
。

「
Ⓒ 

相
続
」
に
よ
っ
て
事
業
承
継
が
行

目黒区内中学生の作品    　　  消費税　全員参加の　国づくり 　　

シ
リ
ー
ズ　
よ
く
わ
か
る
事
業
承
継　
第
３
話

自
社
株
式
の
承
継
に
つ
い
て
考
え
る

税
理
士
法
人 

み
ら
い
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ　

　
　

代
表
社
員　

松　

本　

敏　

朗

目黒区内中学生の作品    　　  消費税　私も支える　日本の未来 　　

                      

                    

（図１）自社株式の承継  

         ①社長の座  

         ②自社株式  
オーナー 後継者  

Ⓐ譲渡   Ⓑ贈与   Ⓒ相続  

（図２）事業承継税制の仕組み 

 

 

          贈与  

           

 

 

 

 

オーナー 後継者  

自社株式  

相続の発生  

課税繰り延べ 

一定の条件  

一定の範囲  

次の後継者への贈与  

一定の要件からの逸脱  

⇒繰り延べの取り消し 

スペース的に、図１、図２を入れることは可能でしょう

か？  

文中、傍線を付したところは削除可能です。  

 
なお、会社紹介は入れてください。筆者紹介はなくて結

構です。  

赤字部分が今回修正したところです。  
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わ
れ
る
場
合
に
は
少
し
複
雑
な
要
素
が
加

わ
り
ま
す
。
自
社
株
式
が
、
他
の
財
産

と
一
緒
に
相
続
財
産
を
構
成
す
る
こ
と
、

複
数
の
相
続
人
が
関
係
し
て
く
る
こ
と
な

ど
が
影
響
し
ま
す
。
も
し
、
後
継
者
が
決

ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
話
が
始

ま
り
ま
す
。
自
社
株
式
の
承
継
も
流
動
化

し
、
株
式
が
分
散
し
て
行
く
こ
と
も
起
こ

り
得
ま
す
。
有
効
な
遺
言
書
等
で
、
な
ん

ら
か
の
指
示
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け

ま
せ
ん
。
但
し
、
相
続
人
は
相
続
財
産
の

一
定
割
合
（
遺
留
分
）
ま
で
は
分
与
を
受

け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
の
で
そ
の
点
へ

の
配
慮
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
相
続
税
が

高
額
で
あ
れ
ば
（
業
績
好
調
な
会
社
ほ
ど

株
価
が
高
く
な
る
傾
向
が
あ
る
）
、
多
額

の
納
税
資
金
を
手
当
て
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
や
こ
れ
や
問
題
が
多
く
出

て
く
る
の
で
、
や
は
り
事
業
承
継
に
は
早

め
に
取
り
組
む
こ
と
が
大
事
で
す
。

■
特
別
な
措
置

❶
相
続
時
精
算
課
税
制
度

　

贈
与
税
額
が
高
額
に
な
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
仕

組
み
で
、
事
業
承
継
に
直
接
関
わ
る
場
面

に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

65
歳
以
上
の
贈
与
者
か
ら
20
歳
以
上
の
子

供
（
被
贈
与
者
）
へ
の
贈
与
に
つ
い
て

は
、
２
，５
０
０
万
円
（
累
積
額
）
を
上

回
る
部
分
に
対
し
て
20
％
で
贈
与
税
を
納

付
し
て
お
き
、
そ
の
後
、
相
続
の
発
生

時
に
、
こ
の
時
贈
与
し
た
財
産
も
合
わ
せ

て
相
続
税
を
再
計
算
し
、
差
額
を
納
税
す

る
と
い
う
も
の
で
す
。
自
社
株
式
を
贈
与

す
る
場
合
、
そ
の
価
額
は
贈
与
時
の
価
額

で
固
定
さ
れ
る
の
で
、
相
続
時
に
株
価
が

下
が
っ
て
い
る
と
「
損
を
す
る
」
こ
と
に

な
る
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
点
は
あ
り
ま

す
が
、
工
夫
次
第
で
十
分
利
用
で
き
る
で

し
ょ
う
。

❷
事
業
承
継
税
制

　

一
定
の
要
件
（
業
種
ご
と
に
定
め
ら
れ

て
い
る
資
本
金
基
準
を
満
た
す
こ
と
や
、

経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を
得
る
こ
と
な

ど
）
に
該
当
す
る
事
業
承
継
に
お
い
て
、

自
社
株
式
に
係
る
贈
与
税
ま
た
は
相
続
税

に
つ
い
て
一
定
の
課
税
繰
り
延
べ
を
行

お
う
と
す
る
も
の
で
す
（
図
２
）
。
オ
ー

ナ
ー
か
ら
「
後
継
者
」
に
自
社
株
式
を

贈
与
す
る
場
合
、
発
行
済
株
式
数
の
三

分
の
二
ま
で
の
承
継
に
係
る
課
税
価
格

の
１
０
０
％
が
納
税
猶
予
さ
れ
ま
す
（
相

続
の
場
合
も
同
様
で
す
が
、
課
税
価
格
の

80
％
が
対
象
）
。
そ
の
後
、
相
続
が
発
生

す
れ
ば
相
続
税
の
課
税
繰
り
延
べ
に
切
り

替
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
後
継
者
の
後
継

者
」
に
贈
与
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
一

方
、
贈
与
後
の

５
年
間
で
従
業

員
数
の
８
割
を

維
持
す
る
こ
と

と
い
っ
た
一
定

の
要
件
を
満
た

さ
な
く
な
っ
た

場
合
に
は
、
繰

り
延
べ
さ
れ
て

い
た
税
額
に
そ

の
期
間
の
利
子

相
当
分
を
加
え

て
納
税
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

中
小
企
業
の

地
域
経
済
・
雇

用
へ
の
貢
献
に

鑑
み
て
事
業
の

継
続
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
が
、
相
続
税
、
贈
与
税
の
特
例
的
な

措
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
用
要
件
が
厳

し
め
に
な
っ
て
い
る
の
で
（
徐
々
に
緩
和

さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
）
、
利
用
の
是
非

に
つ
い
て
長
期
的
な
観
点
か
ら
の
見
極
め

が
必
要
で
す
。

参
考　

こ
の
ほ
か
、
信
託
制
度
を
利
用
す

る
方
法
（
自
社
株
式
や
事
業
用
資
産
を
信

託
し
、
相
続
発
生
時
に
そ
の
受
益
者
を
後

継
者
に
変
更
す
る
と
の
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
事
業
承
継
を
実
行
し
よ
う

と
す
る
も
の
）
が
あ
り
、
業
法
や
税
法

（
後
継
者
は
対
価
を
負
担
す
る
こ
と
な
く

信
託
の
受
益
者
と
な
る
の
で
、
贈
与/

遺

贈
に
よ
っ
て
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す

等
）
も
整
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

以
上
、
自
社
株
式
の
承
継
の
仕
方
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
税
と
の
関
係
に
つ
い

て
簡
単
に
紹
介
し
ま
し
た
。
会
社
の
規
模

や
形
態
、
自
社
株
式
の
保
有
状
況
等
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
方
法
を
採
用
す
る
か

も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
次
回
、
自
社
株
式

の
評
価
方
法
に
つ
い
て
確
認
し
た
う
え

で
、
事
業
承
継
に
つ
い
て
更
に
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

                      

                    
（図１）自社株式の承継  

         ①社長の座  

         ②自社株式  
オーナー 後継者  

Ⓐ譲渡   Ⓑ贈与   Ⓒ相続  

（図２）事業承継税制の仕組み 

 

 

          贈与  

           

 

 

 

 

オーナー 後継者  

自社株式  

相続の発生  

課税繰り延べ 

一定の条件  

一定の範囲  

次の後継者への贈与  

一定の要件からの逸脱  

⇒繰り延べの取り消し 

スペース的に、図１、図２を入れることは可能でしょう

か？  

文中、傍線を付したところは削除可能です。  

 
なお、会社紹介は入れてください。筆者紹介はなくて結

構です。  

赤字部分が今回修正したところです。  

03-3519-3970お問い合わせ

私たちは企業経営のパートナー

として、お客さまと共に「みらい」を

創造します。

http://www.miraic.jp

会計、税務、労務などワンストップで幅広い業務を支援します。
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爽
や
か
な
季
節
が
巡
っ
て
き
ま
し
た
。

軽
や
か
な
足
取
り
で
お
散
歩
に
出
て
み

ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
マ
ス
コ
ミ
で
も
報
道
が
あ

り
ま
し
た
よ
う
に
、
認
知
障
害
を
発
症

す
る
方
が
増
加
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
す
。

団
塊
の
世
代
が
高
齢
と
な
り
相
対
的
に

認
知
症
を
発
症
な
さ
る
方
の
人
数
が
増

加
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

予
防
が
可
能
で
あ
れ
ば
ぜ
ひ
と
も
予
防

し
た
い
も
の
で
す
。

「
最
近
も
の
覚
え
が
悪
く
な
っ
た
」

「
忘
れ
っ
ぽ
く
な
っ
た
」
と
感
じ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
そ
う
し
た
お
声

に
私
は
「
若
い
頃
も
た
く
さ
ん
忘
れ
て

い
た
の
で
す
が
、
加
齢
と
と
も
に
反
省

す
る
能
力
が
上
が
っ
た
の
で
す
」
と
お

話
し
て
お
り
ま
す
が
、
実
は
そ
う
な
る

こ
と
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
経
験
し
た
こ
と
や
外
か
ら
の

情
報
を
脳
の
中
の
海
馬
と
い
う
と
て
も

小
さ
な
（
ち
ょ
っ
と
太
っ
た
成
人
男
性
の

小
指
程
度
の
大
き
さ
）
器
官
に
記
憶
と

し
て
一
時
的
に
保
管
し
ま
す
。
そ
の
後
、

そ
の
記
憶
は
大
脳
皮
質
に
移
さ
れ
て
、
長

い
間
脳
の
中
の
引
き
出
し
に
し
ま
わ
れ

ま
す
。
昔
の
こ
と
で
も
覚
え
て
い
た
り
、

何
か
の
拍
子
に
思
い
出
し
た
り
す
る
の

は
、
そ
の
引
き
出
し
か
ら
取
り
出
し
て

い
る
の
で
す
。
で
は
ど
う
し
て
忘
れ
っ

ぽ
く
な
る
の
で
し
ょ
う
？

私
た
ち
の
脳
が
海
馬
の
よ
う
な
小
さ
な

器
官
に
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
詰
め
込
ん
で

大
脳
皮
質
に
送
り
込
む
た
め
に
は
、
い
っ

た
ん
記
憶
を
消
去
し
て
、
再
度
、
他
の
記

憶
と
も
一
緒
に
し
て
（
記
憶
の
連
合
と
呼

び
ま
す
）
よ
り
強
い
記
憶
に
変
換
し
て
か

ら
大
脳
皮
質
に
送
り
込
み
ま
す
。
た
だ
、

無
闇
矢
鱈
に
消
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
記
憶
を
一
旦
消
去
し
て
ま
た

構
成
す
る
、
実
に
手
間
の
か
か
る
作
業

を
す
る
こ
と
で
知
識
が
作
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
例
え
ば
、
小
さ
な
子
供
が
ネ

コ
を
見
て
「
ニ
ャ
ー
と
鳴
い
て
４
本
足

の
動
物
」
と
覚
え
ま
す
。
次
の
日
に
「
ワ

ン
と
鳴
い
て
４
本
足
が
動
物
」
と
覚
え
ま

す
。
す
る
と
記
憶
と
し
て
「
ニ
ャ
ー
と
鳴

い
て
も
ワ
ン
と
鳴
い
て
も
４
本
足
は
動

物
」
と
知
識
を
更
新
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
２
本
足
で
歩
く
の
は
ヒ
ト
で
す
が
、

杖
を
つ
い
て
３
本
足
で
も
ヒ
ト
と
分
類

は
細
か
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
結
果
と

し
て
私
た
ち
は
記
憶
が
更
新
さ
れ
る
こ

と
で
知
識
を
積
み
上
げ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
脳
の
中
で
い
っ
た
ん
情
報
を
消
去

す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ

う
？
こ
こ
で
も
脳
は
実
に
細
か
な
作
業

を
し
て
い
ま
す
。
神
経
新
生
と
い
う
新

し
い
ニ
ュ
ー
ロ
ン
（
神
経
細
胞
）
を
生

み
だ
し
、
１
～
２
か
月
後
に
は
今
ま
で

あ
っ
た
神
経
回
路
に
新
し
い
神
経
回
路

を
構
築
し
ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
の
脳

が
こ
の
神
経
新
生
に
よ
っ
て
海
馬
か
ら

古
い
記
憶
を
い
っ
た
ん
消
去
し
て
、
大

脳
皮
質
に
送
り
込
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

海
馬
の
空
き
容
量
は
増
え
ま
す
。
年
を

重
ね
る
と
こ
の
神
経
新
生
が
衰
え
、
古

い
記
憶
が
た
く
さ
ん
海
馬
に
貯
蔵
さ
れ

て
い
る
の
で
空
き
容
量
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
で
も
諦
め
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
神
経
新
生
を
促
せ
ば
よ

い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
で

し
ょ
う
。
実
験
結
果
や
臨
床
に
よ
っ
て

確
か
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
豊
か
な
環
境
、
つ
ま
り
新
し
い
刺

激
の
あ
る
生
活
や
身
体
を
こ
ま
め
に
動

か
し
て
運
動
す
る
こ
と
で
す
。
ラ
ッ
ト

の
実
験
で
も
１
匹
だ
け
ケ
ー
ジ
で
飼
育

さ
れ
て
い
る
ラ
ッ
ト
の
神
経
新
生
は
あ

ま
り
望
め
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
の
方
法

が
必
須
脂
肪
酸
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
や
Ｄ
Ｈ
Ａ
な

ど
）
の
積
極
的
な
利
用
で
す
。
Ｅ
Ｐ
Ａ

や
Ｄ
Ｈ
Ａ
は
背
中
の
青
い
お
魚
に
た
く

さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
お
魚
が
苦

手
な
方
や
し
っ
か
り
必
須
脂
肪
酸
を
摂

り
た
い
と
思
う
方
へ
の
お
薦
め
は
植
物

性
の
脂
肪
酸
（
ビ
ー
ガ
ン
と
呼
び
ま
す
）

や
オ
キ
ア
ミ
な
ど
か
ら
抽
出
さ
れ
た
サ

プ
リ
メ
ン
ト
で
す
。
安
全
性
や
効
果
を

視
野
に
い
れ
れ
ば
サ
プ
リ
メ
ン
ト
の
摂

取
も
有
効
で
し
ょ
う
。

さ
あ
、
明
る
い
日
差
し
の
も
と
外
に
出

て
た
く
さ
ん
の
刺
激
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

若
々
し
く
健
康
に

認
知
症
予
防

株
式
会
社
ｊ
ａ
ｓ
ｔ

会
長 

安  

田  

祥  

子

健
康

株式会社ｊａｓｔ
ｊａｓｔロイヤルクラブ
　　　　　　　健康相談室

お問い合わせ　
☎０３- ６２６５- ０２６３
HP　http://www.jast1.jp
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私
は
オ
ス
カ
ー　

ス
ト
ロ
ム
で
す
。
ナ

ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
勉
強
す
る
24
歳
の
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
人
で
、
東
京
大
学
で
１
年
間
勉

強
す
る
た
め
６
カ
月
前
に
日
本
に
来
ま
し

た
。
日
本
に
来
る
の
も
、
外
国
で
暮
ら
す
の

も
初
め
て
で
す
が
、
日
本
を
選
ん
だ
の
は

子
供
の
こ
ろ
に
日
本
の
ア
ニ
メ
が
大
好
き

だ
っ
た
こ
と
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
は
全
く

異
な
っ
た
文
化
を
知
り
た
い
と
考
え
た
か

ら
で
す
。
日
本
に
住
ん
で
み
て
日
本
の
文
化

や
言
語
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
や
自
国
の

文
化
に
つ
い
て
も
理
解
を
深
め
て
い
ま
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
つ
い
て
説
明
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
北
部
に
位
置

し
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
が
美
し
い
首
都
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
多
く
の
日
本
の
方
が

ご
存
じ
で
、
家
具
の
Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ａ
や
偉
大
な

サ
ッ
カ
ー
選
手
の
ズ
ラ
タ
ン
・
イ
ブ
ラ
ヒ
モ

ヴ
ィ
ッ
チ
が
よ
く
話
題
に
上
が
り
ま
す
。
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
北
部
の
冬
は
確
か
に
極
寒
の

地
で
す
が
、
国
土
が
南
北
に
長
い
た
め
南
部

の
夏
に
は
と
て
も
暖
か
い
日
が
あ
り
ま
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
訪
れ
る
な
ら
ば
夏
を
お

薦
め
し
ま
す
。
秋
と
春
に
は
何
カ
月
に
も
わ

た
っ
て
雨
や
曇
天
の
い
や
な
天
気
が
続
き

ま
す
。

日
本
に
来
て
驚
い
た
こ
と
の
一
つ
に
70
年

代
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
ポ
ッ
プ
グ
ル
ー
プ
の

Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
が
今
で
も
人
気
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
「
ダ
ン
シ
ン
グ
ク
イ
ー
ン
」
が
カ

ラ
オ
ケ
店
で
最
も
歌
わ
れ
る
曲
だ
と
知
っ
た

時
に
は
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

日
本
の
文
化
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
段
々

と
普
及
し
、
特
に
若
い
層
に
受
け
て
い
ま

す
。
日
本
の
ア
ニ
メ
や
漫
画
は
知
ら
な
い
人

が
い
な
い
く
ら
い
だ
し
、
趣
味
で
日
本
語
を

学
ぶ
人
が
沢
山
い
ま
す
。

地
理
と
言
語

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国
土
は
日
本
よ
り
少

し
広
く
、
人
口
は
東
京
23
区
と
同
じ
く
ら
い

（
約
９
６
８
万
人
）
で
す
。
日
本
と
異
な

り
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
人
口
密
度
は
高
く
あ

り
ま
せ
ん
。
大
多
数
の
人
は
南
部
の
海
沿
い

に
住
ん
で
い
ま
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
島
国
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
大
き
な
湖
や
二
か
所
の
大
き
な
多

島
海
が
あ
り
、
大
小
合
計
で
20
万
も
の

島
が
あ
り
ま
す
。
私
は
イ
ェ
ー
テ
ボ
リ

（G
othenburg

）
出
身
で
そ
ば
に
多
島
海

が
あ
り
、
い
つ
も
海
を
近
く
に
感
じ
て
い
た

の
で
、
日
本
の
暮
ら
し
は
と
て
も
居
心
地
が

良
い
で
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
つ
い
て
最
も
気
に

入
っ
て
い
る
こ
と
と
言
え
ば
「
自
然
享
受

権
」(Everym

an's right)

で
す
。
こ
の
権

利
に
よ
れ
ば
個
人
の
所
有
地
で
あ
っ
て
も

自
然
に
分
け
入
り
、
散
歩
や
キ
ャ
ン
プ
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
（
人
家
の
す
ぐ
近

く
や
自
然
保
護
地
は
除
か
れ
ま
す
）
。
つ

ま
り
人
の
迷
惑
や
破
壊
行
為
を
し
な
け
れ

ば
ど
ん
な
自
然
に
も
分
け
入
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
自
分
も
家
族
も
ハ
イ
キ
ン
グ
が

好
き
な
の
で
、
よ
く
一
緒
に
島
や
森
に
キ
ャ

ン
プ
に
行
き
ま
し
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は
王
が
お
り
君
主
制

を
と
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
日
本
の
天
皇
と

同
様
に
国
の
象
徴
で
あ
り
、
直
接
的
に
統
治

す
る
権
力
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

言
語
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
、
ド
イ
ツ

語
や
英
語
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
た
め
、

共
通
の
単
語
が
あ
り
文
章
構
成
が
似
て
い

ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
に
は
日
本
語
で
は

聞
か
れ
な
い
発
音
が
あ
り
ま
す
。
ス
ペ
イ
ン

語
の
よ
う
に
転
が
す
よ
う
な
Ｒ
の
発
音
や
、

å
、
ä 
、
ö
で
表
さ
れ
る
独
特
の
発
音
も

あ
り
ま
す
。
発
音
を
日
本
人
の
友
人
に
教
え

る
の
で
す
が
、
い
つ
も
失
敗
し
て
デ
ン
マ
ー

ク
語
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

料
理ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
料
理
は
日
本
食
と
同
様

に
魚
介
類
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
南
部

で
は
ウ
ナ
ギ
を
良
く
食
べ
ま
す
し
、
夏
の

お
祭
り
の
時
期
に
は
友
人
同
士
で
集
ま
り
、

歌
を
歌
い
、
ひ
た
す
ら
ザ
リ
ガ
ニ
を
食
べ
ま

す
。「

シ
ュ
ー
ル
ス
ト
レ
ミ
ン
グ
」
は
納
豆
と

よ
く
比
較
さ
れ
る
ひ
ど
い
に
お
い
の
悪
名

高
い
食
べ
物
で
す
。
北
部
の
伝
統
的
な
食
べ

物
で
、
鰊
の
発
酵
食
品
で
す
。

も
し
Ｉ
Ｋ
Ｅ
Ａ
に
行
く
よ
う
な
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
ミ
ー
ト
ボ
ー

ル
や
グ
ラ
ブ
ラ
ッ

ク
ス
と
い
う
砂
糖

や
塩
で
マ
リ
ネ
―

に
さ
れ
数
日
間
保

存
処
理
を
し
た

サ
ー
モ
ン
を
召
し

上
が
る
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

人
は
お
茶
よ
り
も
コ
ー
ヒ
ー
を
良
く
飲
み

ま
す
。
よ
く
「
フ
ィ
ー
カ
」
と
い
う
焼
き

菓
子
を
食
べ
な
が
ら
会
話
を
楽
し
み
ま
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
な
ら
仕
事
中
に
一
日
２

回
は
フ
ィ
ー
カ
を
食
べ
ま
す
。

自
分
が
今
、
日
本
で
暮
ら
せ
る
こ
と
に
感

謝
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
皆
さ
ん
が
い
く
ら

か
で
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
知
る
こ
と
が
で

き
、
さ
ら
に
い
つ
か
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
訪
れ

て
く
れ
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

外
国
人
留
学
生
の

お
国
紹
介
⑽

東京大学大学院生
オスカー　ストロム

（スウェーデン王国）

目黒区内中学生の作品    　　  始めよう　簡単 e- Ｔａｘで　国づくり 　　
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目黒区内中学生の作品    　　  税金は　社会をささえる　会費です 　　

地域社会貢献活動ニュース

　目黒法人会は、租税教育推進協議会の一員として租税教育の普及推進を地域社会貢献活動（公益事
業）のひとつとして取り組んでいます。目黒管内の小学校において、６年生の社会科の補完授業の１
時限をお借りし、租税教室の開催を推進しています。
　次代を担う子供たちに国や地方公共団体を支える税の役割について理解を深めてもらうことを目的
に、租税教室は写真やアニメビデオを使用したわかりやすい内容になっています。
　目黒法人会青年部会・女性部会などが中心となって、「租税教室講師及びアシスタント養成研修会」を
開催し、事前に何度もリハーサルを重ね、平成 27 年２月、出身小学校などで教鞭をとりました。

「教えて！税って何だろう？」

税から社会を知り、社会から税を知る

租　税　教　室
～目黒税務署管内２校３クラスで、９７名が受講！

税金の流れと用途の決め方は？
消費税を例にとり、税金がどのように集めら
れどのようにその用途を決めるのかを学びま
した。

税金にはどんな種類があるのだろう？
所得税、法人税、とん税？

税金はどんなものに使われているのだろう？
税務署・学校・公園・銀行・神社は？

税金のある世界とない世界ではどちらが良い
の？アニメビデオを鑑賞。

１億円を持ってみよう！
重さは 10 キログラム。積み上げる
と高さ１メートルにもなります。
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       セミナー・講演会・イベント・相談会参加申込書（コピーしてお使いください）

参加行事名 開催月日 参加者ご芳名 ご役職名・その他

お申込会社名 : TEL FAX

お申込会社住所 : E-mail:

※上記以外にも、各種講演会・セミナー・勉強会などを企画・開催しておりますのでお問合せください
※セミナー・講演会・イベント等の参加、経営、税務、労務等の相談などのお問合せ、お申込みは公益社団法人目黒法人会事務局宛お

願いします。  ＦＡＸ：３７１２−８８２９  TEL：３７１２−９５８８  Eメールアドレス：mg_info@tohoren.or.jp
（他会会員の方、会員以外に一般の方のご参加をお待ちしています）

公益社団法人 目黒法人会イベント情報
（どなたでも参加できます。お待ちしております。）

公益社団法人 目黒法人会では、各種セミナー・講演会・説明会を開催致しております。  毎週水曜日は「研修の日」とし、下記以外に
も随時開催しておりますので、公益社団法人 目黒法人会事務局（TEL：３７１２−９５８８）までお問合せください。
最新のイベント情報は、当会のホームページ（http://www.tohoren.or.jp/meguro/）をご覧ください。

目黒区内中学生の作品    　　  ゆとりある　暮らしに税が　生きている 　　

行　　事 日　　時 会　　場 内　　　容

 人　事・労　務
 経　営・税　務

 相談室
（誰でも参加自由）

相談予約は
法人会事務局へ

 （TEL 3712-9588）
法人会館

もしくは申込会社

人事労務の諸問題を事業経営のなかでいかに解決するか等相談
コーナー
・人事・労務・賃金全般
・社会・労働保険全般（厚生年金、健康保険、労働保険など）
・経営・金融など相談全般

インターネット
　セミナー

ご不明の場合は
法人会事務局へ

 （TEL 3712-9588）

ご使用の
パソコンから

　アクセス下さい

・目黒法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけ
ます (http//www.tohoren.or.jp/meguro/）
・会員以外の方もセミナーが無料で受講できます

新設法人説明会
（誰でも参加自由）

 4月16日㈭13時30分

目黒税務署
新設法人対象（会員不問）税知識、会社設立に伴う税務手続きを
親切に解説します
（ホームページの新設法人企業経営者の皆様に）をご覧下さい

 6月26日㈮13時30分
 8月21日㈮13時30分
10月22日㈭13時30分
12月8日㈫13時30分

決算法人説明会
（誰でも参加自由）

　4月24日㈮14時

目黒税務署
決算期を迎える法人対象 ( 会員不問）
主に決算・申告の実務、法人税、消費税、印紙税、源泉所得税等
を解説します。

　5月26日㈫14時
　6月19日㈮14時
　7月3日㈮14時

　8月24日㈪14時
　9月17日㈭14時
10月21日㈬14時

～事業を継続し、
発展させる～

「事業計画書」の
作り方セミナー

（誰でも参加自由）

5月8日㈮14時～17時 目黒法人会館

・小規模事業者持続化補助金とは
・事業継続のための経営計画の重要性
・経営計画立案の進め方
・補助金採択を考慮した「経営計画」の作り方
・補助金申請のポイント

基礎法人税セミナー
（10 回シリーズ）
（誰でも参加自由）

6月3日㈬14時

目黒法人会館

会員・非会員の企業経営者および従業員の方を対象に、法人税の
基礎から確定申告書の仕組みまでの知識の習得を目的として開
催。
平成 27 年度の税制改正に基づく法人税のあらまし、所得金額、
損益の期間帰属、棚卸資産、交際費等、貸倒損失と貸倒引当金、
各種損益、別表の作成方法、申告と納税等についてわかりやすく
説明します。

6月10日㈬14時
6月17日㈬14時
6月24日㈬14時
7月1日㈬14時
7月8日㈬14時

7月15日㈬14時
7月22日㈬14時
7月29日㈬14時
8月5日㈬14時

普通救命技術者
資格講習会

（誰でも参加自由）
6月12日㈮18時～ 目黒消防署

４階

救急処置法を楽しく知るとともに、大事な人命を救うために所定
のカリキュラムを受講するとＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操
作、心肺蘇生法などを含めた「普通救命技術者資格」が取得でき
ます。

普通救命技術者
　資格更新講習会

（３年前講習参加者対象）
　7月10日㈮18時～ 目黒消防署

４階

救急処置法を楽しく知るとともに、大事な人命を救うために所定
のカリキュラムを受講するとＡＥＤ（自動体外式除細動器）の操
作、心肺蘇生法などを含めた「普通救命技術者資格の更新」が取
得できます。
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編
集
後
記

　
躍
動
の
春
、
経
済
も
着
実
に
力
を
蓄
え
て
来
て
い
る
。
本
誌
の
使
命
で
あ
る
税
知
識
の

普
及
に
加
え
、
経
営
上
の
ヒ
ン
ト
を
ち
り
ば
め
た
各
種
コ
ラ
ム
を
配
置
し
た
「
春
号
」
を

お
届
け
で
き
た
。
税
制
改
正
を
踏
ま
え
た
健
全
な
経
営
と
人
々
の
動
向
を
捉
え
た
戦
略
的

経
営
。
両
者
を
共
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
「
春
」
で
あ
る
と
思
う
。
な
に
か
と
忙
し
い
春
、

皆
様
御
苦
労
様
で
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

田
島
順
一
郎

　
私
の
友
人
で
１
３
０
歳
ま
で
生
き
た
い

と
言
っ
た
人
が
い
ま
す
。
大
学
で
教
鞭
を

執
り
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て

活
躍
し
て
い
る
人
で
す
。
久
し
ぶ
り
の
電

話
で
も
健
康
寿
命
に
つ
い
て
熱
く
語
っ
て

く
れ
ま
し
た
。

　
日
本
人
の
「
平
均
寿
命
」
は
平
成
25
年

で
女
性
は
86
・
61
歳
で
男
性
は
80
・
21
歳

で
す
。
一
方
、
健
康
で
活
動
的
に
暮
ら
せ

る
期
間
の
「
健
康
寿
命
」
は
女
性
が
74
・

21
歳
、
男
性
は
71
・
19
歳
で
す
。
平
均
寿

命
か
ら
健
康
寿
命
を
引
い
た
期
間
が
不
健

康
な
期
間
、
要
介
護
状
態
の
期
間
で
女
性

は
凡
そ
12
年
、
男
性
は
９
年
間
で
す
。
あ

る
大
学
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
、
要
介

護
状
態
に
な
っ
た
時
、
若
い
世
代
は
施
設

で
の
介
護
を
、
高
齢
者
は
在
宅
で
の
介
護

を
希
望
す
る
人
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　
目
黒
区
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
６

施
設
で
入
居
定
員
は
５
０
９
人
で
す
。
入

居
を
希
望
す
る
待
機
者
は
１
０
０
０
人
と

も
７
０
０
人
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

入
居
で
き
る
人
は
要
介
護
４
以
上
の
人
に

限
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
介
護
職
員
の

不
足
で
入
居
者
数
が
定
員
を
下
回
る
施
設

も
あ
り
ま
す
。

　
在
宅
で
の
介
護
も
老
々
介
護
は
も
と
よ

り
、
少
子
化
と
晩
婚
に
よ
る
女
性
の
晩
産

化
で
、
親
の
介
護
と
育
児
が
同
時
進
行
す

る
ダ
ブ
ル
ケ
ア
も
深
刻
で
す
。

　
要
介
護
状
態
に
な
る
原
因
の
第
一
位
は

関
節
の
疾
患
や
転
倒
に
よ
る
骨
折
な
ど
の

疾
患
で
全
体
の
23
％
で
す
。

　
然
し
、
医
学
の
急
速
な
進
歩
で
人
は
再

生
医
療
に
よ
っ
て
若
返
り
、
永
遠
に
30
歳

で
い
ら
れ
る
の
も
夢
で
は
な
い
よ
う
で

す
。
友
人
も
１
３
０
歳
の
誕
生
日
を
元
気

で
迎
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

上
田
弘
子

切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員

健
康
寿
命

目黒区内中学生の作品    　　  未来への　自分の貯金　消費税 　　

お問合せ・申し込みは公益社団法人目黒法人会事務局へ
　　　　☎Tel 3712-9588　Fax 3712-8829　E-mail:mg_fujie@tohoren.or.jp

2015　WE LOVE MEGURO   開催のご案内
　東京目黒ロータリークラブ、目黒区等との共催で目黒川沿岸および周辺
一帯の清掃活動を行います。少年サッカーチーム・ボーイスカウト・地元
町内会・法人会等の団体が 20 くらいのブロックに分かれ、中目黒公園に
向かいながら清掃活動を行います。清掃活動終了後には軽食が提供されま
す。ぜひご参加下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記
　日　　時　平成 27 年５月 17 日（日）　午前 10 時集合　予定
　集合場所　最終集合地は中目黒公園ですが、最初の集合場所は参加を申込まれた方々に後日
　　　　　　ご連絡いたします。　
　内　　容　①目黒川一帯の清掃等美化啓発活動（道具等は全て準備してあります）
　　　　　　②管理運営スタッフ（列前後の警備、集合場所でのごみ分別・弁当等配布）

これからの予定

　開 催 日　本番　平成 27 年８月１日（土）　
　　　　　　　　　午後６時 30 分より演技開始
　　　　　　練習　７月より開始予定
　場　　所　東急東横線中目黒駅周辺

※踊り手・大太鼓・小太鼓・三味線・笛演奏へのご参加ご希望
の方は下記までご連絡ください。

第 50 回「中目黒阿波踊り」目黒法人会連参加者募集
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発
行
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発
行
／
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／
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／
協
和
印
刷
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業
株
式
会
社


